
企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
交通政策
課

令和６年度 自
動運転移動
サービス社会
実装検討業務
（その４）

令和7年2
月18日

1,286,175
株式会社ＥＶモーターズ・
ジャパン

福岡県北九州市若松区
白山１－１８－７

第167条の２
第１項第２号

　本取組は、令和６年度に導入した自動運転
バスの一般運行に向けて、自動走行を行いな
がら、①自動走行精度検証、②バスとカートの
乗り換え、③走行可能ルート、④バス停位置の
検討及び小中学生への安全講習会等を行う業
務である。
　業務の実施にあたっては、令和６年度に導入
した自動運転EVバスの活用を前提としており、
自動走行精度検証は自動運転システム開発
者でしか対応できない特殊な技術や設備等を
必要とすることから、契約を履行できる者が特
定されるものである。
このため、当該自動運転EVバスを開発した当
該事業者との随意契約を締結することとした。

特命随意
契約

2
交通政策
課

名護東線夜間
臨時バス（名護
バスターミナル
～安慶名バス
停間）運行委託
業務

令和7年1
月15日

5,000,000 (株)琉球バス交通
沖縄県豊見城市字翁長８
１１番地

第167条の２
第１項第５号

　令和７年１月19日からのダイヤ改正で沖縄バ
スが運行する名護東線（系統７７番）で減便等
が生じることに対し、金武町長及び宜野座村長
からの要請があり、県が緊急対策を講じること
となった。同月20日から臨時バスの運行委託
を行う緊急の必要があり、入札に付すことがで
きないため、随意契約とした。
　左記事業者は、沖縄本島内において、多くの
路線でバスを運行しており、保有バス車両も多
く、加えて、かつては名護東線の同区間を運行
した経緯があることから、契約の相手方とし
た。

特命随意
契約

3
デジタル社
会推進課

地域デジタル
活用支援業務

令和7年1
月14日

3,563,893
株式会社ＤＮＰエスピーイ
ノベーション

東京都北区神谷二丁目３
９番３号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により公募を行ったところ
複数の事業者からの応募があった。企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
同者は要求仕様を満たすとともに、実績、業務
実施方法、体制などが最も優れていたことか
ら、契約の相手方として選定した。



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

4
デジタル社
会推進課

沖縄県統合宛
名システム賃
貸借契約

令和7年3
月31日

23,799,600
富士電機ITソリューション
株式会社

東京都千代田区外神田6
丁目15番12号

第167条の２
第１項第２号

　本システムの業者（現契約者）と異なる業者
と契約した場合、本システムと連携する複数の
庁内システムとの間の連携仕様に変更が発生
することにより、庁内システムの円滑な運用及
び個人番号を利用した情報連携の実施に著し
い支障をきたすおそれがあることから、契約の
相手方として選定した。

特命随意
契約
長期継続
契約

5
情報基盤
整備課

沖縄県地図情
報システムASP
サービス提供
業務委託契約

令和7年3
月28日

22,856,020 株式会社パスコ沖縄支店
那覇市久茂地２丁目１４
－１

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、株式会社パスコ沖縄支店が構築・
提供している沖縄県地図情報システムの運
用・保守業務を委託するものである。構築・提
供業者以外の者が本業務を履行すると、障害
発生時における責任の所在等が不明確とな
り、運用に著しい支障をきたす恐れがある。ま
た、本システムは現在更改を検討しており、更
改を行うまでの間は継続して円滑なサービス
提供を行うため現行システムを維持する必要
があることから、当該事業者を選定した。

特命随意
契約
長期継続
契約

6
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワーク運
転監視業務委
託

令和7年3
月27日

18,480,000
日本電気株式会社　沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２－
２－２

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県総合行政情報通信ネット
ワーク（以下「本ネットワーク」という。）の県庁
局常駐運転監視（定時中）及び遠隔監視（時間
外、祝祭日）を行うものである。
　本ネットワークは、防災無線として非常時に
備える他、平時においても行政情報システムを
通信する重要なネットワークであり、常時通信
が可能な状態を保つ必要がある。
　本ネットワークは複雑なネットワーク構成を有
することや、障害発生時には迅速な対応が求
められることから、本ネットワークの構成および
設定等に関する専門的知識を有する者以外で
は対応ができない。
　そのため、本ネットワークを整備し、保守点検
業務を行っている事業者である日本電気株式
会社　沖縄支店を選定した。

特命随意
契約
長期継続
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

7
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワーク保
守点検業務委
託

令和7年3
月27日

30,250,000
日本電気株式会社　沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２－
２－２

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県総合行政情報通信ネット
ワーク（以下「本ネットワーク」という。）の保守
点検業務を行うものである。
　本ネットワークは、防災無線及び行政情報シ
ステムを伝送するものであり、有線回線、無線
回線、衛星回線を有する専用ネットワークを構
築しており、その主たる機能である多重無線シ
ステムは日本電気（株）製で構成されている。
　そのため、本業務の実施にあたっては、本
ネットワークのシステム構成および設定等や、
日本電気（株）製の無線機器の専門的知識を
有する者しか履行できないことから、本ネット
ワークの整備を行い、かつ、無線機器のメー
カーである日本電気株式会社　沖縄支店を選
定した。

特命随意
契約
長期継続
契約

8
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワークIP
通信システム
運用業務委託

令和7年3
月27日

14,630,000
日本電気株式会社　沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２－
２－２

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県総合行政情報通信ネット
ワーク（以下「本ネットワーク」という。）のIP通
信システムについて、システムログの取得によ
る状態管理や障害対応等により、システムの
安定運用を図るものである。
　本ネットワークは、防災無線として非常時に
備える他、平時においても行政情報システムを
通信する重要なネットワークであり、常時通信
が可能な状態を保つ必要がある。
　本ネットワークに障害が発生した場合、障害
発生時の原因調査や応急処置等、緊急時の
迅速な対応が求められ、本ネットワークの構成
および設定等に関する専門的知識を有する者
以外では対応ができない。
　そのため、本ネットワークを整備し、保守点検
業務を行っている事業者である日本電気株式
会社　沖縄支店を選定した。

特命随意
契約
長期継続
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

9
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワーク中
継局自家用電
気工作物保安
管理業務委託

令和7年3
月26日

1,544,400
一般財団法人沖縄電気
保安協会

沖縄県那覇市西３丁目８
番21号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県総合行政情報通信ネット
ワーク中継局の自家用電気工作物の保安管
理業務を、電気事業法施行規則第52条第2項
の規定に基づき、電気保安法人に委託するも
のである。
　電気事業法に基づく、電気保安管理が必要
な中継局は本島、離島で10カ所あり、緊急時
の対応のため、離島を含む県内各所に事務所
を有しているものと契約する必要がある。
　上記要件を満たす電気保安法人は、県内に
２者いるが、渡嘉敷村、多良間村の保安業務
に対応しているのは、（一財）沖縄電気保安協
会のみであるため、（一財）沖縄電気保安協会
を選定した。

特命随意
契約
長期継続
契約

10
情報基盤
整備課

多野中継局無
線鉄塔保全対
策検討業務委
託

令和7年2
月17日

15,598,000 株式会社沖縄エネテック
沖縄県浦添市牧港五丁
目２番１号

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県総合行政情報通信ネットワーク多野
中継局（名護市）の鉄塔近傍において、北部豪
雨の影響と思われる土砂崩れが発生している
ことから、鉄塔の基礎等へ影響が生じ、鉄塔が
倒壊する可能性があるため、土砂崩れ部分の
仮設保護対策、また、現地調査や測量、地滑り
解析を行い、基礎部の地盤の安定度確認を行
う業務である。
　本業務は、測量や地質調査を行えることの
他、土砂崩れがもたらす鉄塔への影響を確認
することから、鉄塔の構造に精通したもの以外
では履行ができない。
　沖電グループにおいて、送配電鉄塔の設計
を担当しており、鉄塔構造に精通するほか、鉄
塔の安定確認や地滑り対策調査設計等の業
務を行っており、本業務に対して十分な成果が
期待できることから、株式会社沖縄エネテック
を選定した。

特命随意
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

11
情報基盤
整備課

総合行政情報
通信ネットワー
クＵＰＳ修繕

令和7年2
月7日

5,929,000
NECネッツエスアイ株式
会社沖縄支店

沖縄県那覇市久茂地２－
２－２

第167条の２
第１項第２号

　多良間村役場他１０カ所において、通信機器
用のUPSバッテリーが枯渇し、アラームが出て
いる状況であるためこれを取り換える。
　UPSの取替は、役場等が開庁している平時
に行う必要があり、各システム通信を利用しな
がらであるため、取替中は通信機能を維持す
る必要があるが、UPSは役場等の通信機器架
に直接接続されているため、その取扱いは構
築に係る知識を有する者しか対応できない。
　また、取替時における障害が発生した際も、
即時に対応ができるよう、ネットワークの構築
や、運転維持管理に携わるNECネッツエスアイ
株式会社沖縄支店を選定した。

特命随意
契約

12
情報基盤
整備課

ＣＯＲＡＬ基幹
システム管理
業務

令和7年3
月28日

30,083,900
一般財団法人沖縄ITイノ
ベーション戦略センター

（契約時）
沖縄県那覇市銘苅二丁
目３番６号　那覇市IT創
造館４階
（令和7年4月1日住所変
更後）
沖縄県那覇市旭町112番
地１　金秀ビル東館2階

第167条の２
第１項第２号

　CORAL基幹システムは良質な県民サービス
を提供するための県職員の業務遂行において
重要な基盤であり、各種業務システムは本シ
ステムを通して利用されているため、本システ
ムに障害等が発生した場合には職員の業務や
行政サービスに致命的な影響を与えることか
ら、本システムの安定稼働は必要不可欠なも
のである。
　そのため、受託事業者は基幹サーバ等の機
器のみならず、本庁舎から各出先機関等まで
含めた約250機関に設置されたネットワーク機
器の特性及び設定情報等を熟知しており、
LGWAN等の他ネットワークとの接続や各部局
のシステム等についても把握している必要が
ある。
　また、本システムは24時間365日の常時稼働
が前提となっており、障害発生時等において迅
速な復旧対応を行う必要があることから、本シ
ステム全体の構成や設定等を把握し、これま
での管理・運用を行ってきたことで蓄積された
知見を有していること、障害発生時において迅
速な対応及び復旧を行う体制を有していること
も必要であり、これらの要件を満たしているの
は、「一般社団法人沖縄ITイノベーション戦略
センター」のみである。

特命随意
契約
長期継続
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

13
情報基盤
整備課

生成ＡＩサービ
ス利用契約

令和7年3
月17日

1,100,000
株式会社Exa Enterprise
AI

東京都港区芝浦4丁目2-
8
住友不動産三田ファース
トビル5階

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、生成AIの利用検証を行うため、生
成AIサービスの調達を行うものである。
　生成AIの活用には、よりセキュアで利便性の
高い環境構築が求められることから、LGWAN
側での利用を前提としており、当該サービスを
提供可能な者は当該事業者に限られるため、
契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

14
情報基盤
整備課

ＬｏＧｏチャット
利用契約

令和7年3
月27日

19,359,648
株式会社ラクセスイノ
ベーション

沖縄県沖縄市八重島一
丁目２-１８

第167条の２
第１項第２号

　ＬｏＧｏチャットは、株式会社トラストバンクが
運営するLGWAN-ASPで提供されるチャット
サービスであるが、同社は当該サービスの取
扱を都道府県毎に1社の取扱としており、沖縄
県内においては株式会社ラクセスイノベーショ
ンのみが取扱代理店となっている。

特命随意
契約
長期継続
契約

15
情報基盤
整備課

沖縄～南大東
間海底ケーブ
ル等の設備保
守業務

令和7年3
月31日

59,160,200
西日本電信電話株式会
社沖縄支店

沖縄県浦添市城間４－35
－１

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県と南大東島間を結ぶ海底光ケーブル
及びそれに付随する設備等は、一部の県単独
財産を除きＮＴＴ西日本との共有財産として整
備した財産である。
　ＮＴＴ西日本は、当該共有財産を使用し、大
東地区において基礎的電気通信役務を提供し
ていることから、その保守は電気通信事業法で
定める基準により、ＮＴＴ西日本の保守体制の
もと実施する必要があるため。

特命随意
契約
長期継続
契約

16
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワーク等
中継局個別施
設計画更新業
務

令和7年1
月21日

14,190,000
株式会社サンケイエンジ
ニアリング

沖縄県浦添市大平３丁目
１６番９号

第167条の２
第１項第８号

本業務は、令和７年１月７日に一般競争入札
による競争に付したが、２者が応札し、２回の
再入札（１者は途中辞退）を行ったが、予定価
格超過で不落となった。
履行期間確保のためには、設計を見直す等の
時間的な余裕がないことから、２回の再入札に
応札した、左記業者と随意契約を行った。



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

17 市町村課

住民基本台帳
ネットワークシ
ステムにおける
都道府県サー
バ集約センター
の運用監視等
に係る委託業
務

令和7年3
月31日

10,725,277
地方公共団体情報システ
ム機構

東京都千代田区一番町
25番地

第167条の２
第１項第２号

　全都道府県が、地方共同法人である地方公
共団体情報システム機構へ委託する仕組みと
なっているため。

特命随意
契約
長期継続
契約

18 市町村課

住民基本台帳
ネットワークシ
ステムにおける
ファイアウォー
ルの監視及び
保守委託業務

令和7年3
月31日

13,107,864
地方公共団体情報システ
ム機構

東京都千代田区一番町
25番地

第167条の２
第１項第２号

　全都道府県が、地方共同法人である地方公
共団体情報システム機構へ委託する仕組みと
なっているため。

特命随意
契約
長期継続
契約

19 市町村課

沖縄県住民基
本台帳ネット
ワークシステム
ネットワーク運
用管理委託業
務

令和7年3
月18日

12,161,160
日本電気株式会社沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２丁
目２番２号

第167条の２
第１項第２号

　ネットワークの管理運用等は、同ネットワーク
の構築者と同一の者にシステムの運用・改良
等を履行させなければ、円滑な運用に著しい
支障を生じ、又は障害発生時に責任の所在が
不明確となる恐れがあるため、ネットワークの
構築者である左記事業者を契約相手方とし
た。

特命随意
契約
長期継続
契約

20 市町村課

沖縄県住民基
本台帳ネット
ワークシステム
代表端末等運
用支援委託業
務

令和7年3
月18日

4,040,520
日本電気株式会社沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２丁
目２番２号

第167条の２
第１項第２号

　システムのメンテナンス等は、同システムの
構築者と同一の者にシステムの運用・改良等
を履行させなければ、円滑な運用に著しい支
障を生じ、又は障害発生時に責任の所在が不
明確となる恐れがあるため、システムの構築者
である左記事業者を契約相手方とした。

特命随意
契約
長期継続
契約

21 市町村課

沖縄県住民基
本台帳ネット
ワークシステム
業務端末増設
機器等運用支
援委託業務

令和7年3
月18日

1,820,280
日本電気株式会社沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２丁
目２番２号

第167条の２
第１項第２号

　住基ネット業務端末等運用支援の委託にあ
たっては、そのネットワークの構築者と同一の
者にシステムの運用・改良等を履行させなけれ
ば、円滑な運用に著しい支障が生じ、又は障
害発生時に責任の所在が不明確となる恐れが
あるため、ネットワークの構築者である左記事
業者を契約相手方とした。

特命随意
契約
長期継続
契約


